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《行政の推進体制》

中山間地域振興協議会

 中山間地域の振興を県政の重要な課題として，知事を本部長に，副知事，

関係局長等で構成する協議の場を通じて，局間の連携，調整を行います。

また，中山間地域を取り巻く環境変化に対応して，新たな観点からの

施策等の検討を局横断的に行います。

 知事と関係市町の長で構成し，中山間地域の振興に向けて，密接に協議，

連携する中で，一体的な振興施策の推進を図ります。

中山間地域振興推進本部

里山・里海に象徴される人と自然が作り出す中山間地域ならではの資産が，
守るべき価値あるものとして，内外の人々により引き継がれる中で，

地域への愛着と誇りの高まりが，将来への希望と安心につながり，
心豊かに，笑顔で幸せな生活を営むことができる中山間地域

第Ⅱ章 施策の推進方向

■多様な力でつながる人づくり 22

（１）多様な主体による自主的・主体的な地域づくり
（２）若い世代を呼び込む地域環境の創造
（３）地域を誇り未来を創る人材を育てる教育

■ 夢をカタチにできる仕事づくり 44

（１）生産性の高い持続可能な農林水産業の確立
（２）地域特性を生かした事業展開や創業の促進
（３）地域資源を生かし，つなげる，

魅力ある観光地づくり

■ 安心を支える生活環境づくり 57

（１）地域医療・介護提供体制の確保
（２）地域特性に応じた居住環境の整備
（３）子育て環境の充実
（４）里山・里海の環境保全
（５）危機対処能力の向上
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※ 「計画推進に当たっての基本的な考え方」（Ｐ16～17）に沿って，

人口減少下における持続可能な中山間地域を実現していく上で，

特に必要な取組を「ポイント」として表記しています。


